
区 民 福 祉 委 員 会 

平成３０年１２月４日 

墨田区心身障害者福祉手当条例の一部を改正する条例（案）新旧対照表 

改  正  案 現     行 
  
 （用語の定義） 

第２条 この条例において、障害者とは、次

の各号のいずれかに該当する者をいう。た

だし、第１号、第２号及び第４号に係るも

のにあっては、別表に定める程度の障害を

有する者とする。 

 ⑴・⑵ 〔略〕 

 ⑶ 脳性麻痺
ひ

又は進行性筋萎縮症を有する

者 

 ⑷・⑸ 〔略〕 

 （支給要件） 

第３条 〔略〕 

２ 前項の規定にかかわらず、障害者が次の

各号のいずれかに該当するときは、手当は

支給しない。 

 ⑴ 前年の所得（１月から７月までの月分

の手当については、前々年の所得とす 

  る。）が、所得税法（昭和４０年法律第

３３号）に規定する同一生計配偶者及び

扶養親族の有無及び数に応じて、墨田区

規則（以下「規則」という。）で定める

額を超えるとき。 

 ⑵～⑷ 〔略〕 

 （受給資格の消滅） 

第５条 受給資格は、前条の認定を受けた者

（以下「受給者」という。）が次の各号の

いずれかに該当するときは、消滅する。 

 ⑴・⑵ 〔略〕 

 ⑶ 前２号に掲げるもののほか手当の支給

要件に該当しなくなったとき。 

 （届出） 

第９条 受給者は、次の各号のいずれかに該

当するときは、速やかにその旨を区長に届

け出なければならない。 

 ⑴・⑵ 〔略〕 

 ⑶ 前２号に掲げるもののほか規則で定め

る事項に該当するとき。 

 （申請等の代行） 

第１０条 第４条に規定する申請及び前条に

規定する届出は、当該行為を行おうとする

 〔同左〕 

第２条 〔同左〕 

 

 

 

 

 ⑴・⑵ 〔略〕 

 ⑶ 脳性麻痺
ひ

又は進行性筋萎
い

縮症を有する

者 

 ⑷・⑸ 〔略〕 

 〔同左〕 

第３条 〔略〕 

２ 〔同左〕 

 

 

 ⑴ 前年の所得（１月から７月までの月分 

  の手当については、前前年の所得とす

る。）が、所得税法（昭和４０年法律第

３３号）に規定する控除対象配偶者及び

扶養親族の有無及び数に応じて、墨田区

規則（以下「規則」という。）で定める

額を超えるとき。 

 ⑵～⑷ 〔略〕 

 〔同左〕 

第５条 〔同左〕 

 

 

 ⑴・⑵ 〔略〕 

 ⑶ その他手当の支給要件に該当しなくな

ったとき。 

 （届け出） 

第９条 〔同左〕 

 

 

 ⑴・⑵ 〔略〕 

 ⑶ 前各号のほか規則で定める事項に該当

するとき。 

 〔同左〕 

第１０条 〔同左〕 

 



者に代わって、その者を介護している者で

次の各号のいずれかに該当するものが行う

ことができる。手当の受領に関しても、ま

た同様とする。 

 ⑴・⑵ 〔略〕 

 ⑶ 前２号に掲げる者のほか区長が適当と

認める者 

別表 

障害者の区分 手当額 

身体障害者

～ 

 戦傷病者 

〔略〕 〔略〕 

脳性麻痺
ひ

又は進行性筋萎縮

症を有する者 
〔略〕 

区長が別に定める疾病を有

する者 
〔略〕 

 備考 〔略〕 

 

 

 

 

 ⑴・⑵ 〔略〕 

 ⑶ 前各号のほか区長が適当と認める者 

 

別表 

障害者の区分 手当額 

身体障害者

～ 

 戦傷病者 

〔略〕 〔略〕 

脳性麻痺
ひ

又は進行性筋萎
い

縮

症を有する者 
〔略〕 

区長が別に定める疾病を有

する者 
〔略〕 

 備考 〔略〕 
  

付 則 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

２ この条例による改正後の第３条第２項第１号の規定は、平成３１年８月以後の月

分の心身障害者福祉手当の支給について適用し、同年７月以前の月分の心身障害者

福祉手当の支給については、なお従前の例による。 


